
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【①の提出書類】 
・事前調査申請書 
・位置図 ・配置図 
・現況写真（敷地全景２面以上） 

【⑤の提出書類】 
・補助金交付申請書 
・位置図、確認申請図面 
・老朽危険空き家使用状況報告書 
・建物の登記全部事項証明書 

・解体工事の見積書の写し 
・所得証明書 
・市税の滞納がない証明書(納税証明書） 
・誓約書 
・共有者又は相続人の同意書 
及び相続人の相続関係説明図 
・算出基礎票 
・《代理受領制度》代理受領事前届出書 

【⑨の提出書類】 
・実績報告書 
・工事請負契約書の写し 
・《通常》全額領収書の写し 
・《代理受領制度》一部※領収書の写し 
・工事写真（着手前、工事中、完了） 

  など 

【⑫の提出書類】 
・《通常》請求書 
・《代理受領制度》請求書及び解体工事
業者が補助金を代理受領する委任状 
 

補助事業の流れ 

老朽危険空き家に該当した場合 

該当しない場合は補助金申請ができません 

業者選定 

着手前、工事中、完了 

写真撮影 

①事前調査申請 

②受付、審査 

現地調査 
老朽危険度

判定 

判定通知 

④見積り 

⑤補助金申請 注 1 

⑥受付、審査 

交付決定 

決定通知 

⑦決定通知受理 
⑧契約・工事 

工事完了 

⑨実績報告 注2 

③判定結果受理 

工事契約 

⑩完了確認 

交付確定 確定通知 

⑪確定通知受理 

⑫補助金請求 

市 申 請 者 解体工事業者 

《通常》申請者の 
指定口座へ支払い 
 
《代理受領制度》 
解体工事業者の 
指定口座へ支払い 
 

⑬支払い手続 

注１ ⑤補助金申請は、令和８年 12 月 28 日までに申請してください。（予算がなくなり次第、申請受付を終了します。） 

注２ ⑨実績報告は、工事完了日から 30 日以内又は令和９年１月 31 日のいずれか早い日までに提出してください。 

領収書発行 

補助金交付 

《通常》⑭補助金受領 

 
⑫の交付請求後 3～４週間後の支払い

い 

 

代理受領制度 

が利用できるか  

解体工事業者に

確認してみましょう 

見積りは複数の 

解体工事業者から

取ることをお勧めし

ます。 

 

※一部とは契約書の工事費額から補助金

の額を差し引いた額です 

 

（方法２） 

    

工事費支払い 

《通常》 
全額支払い 

《代理受領制度》 
一部※支払い 

《代理受領制度》 
⑭補助金受領 

 


